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ご相談内容に応じて適切な関係機関・団体につなぎます。
民生委員等は、守秘義務があります。安心してご相談く
ださい。

こんな時は、ご相談ください

・�子育てで悩んでいる
・�いじめや不登校が心配
・�ひとり親なので仕事と子育ての両立が大変

どものこと子
・�介護のことで悩んでいる
・�障がいに関する支援や相談窓口を知りたい
・�近所に心配な高齢者がいる

齢者や 護のこと高 介
・�生活費のことで悩んでいる
・�子どもの教育費のことで悩んでいる
・�健康のことで悩んでいる

のこと生活

詳しくは２面をご覧ください
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納付書裏面等に記載の場所で納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。
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６月２日（月）

休日診療は８面に掲載しています

固定資産税・都市計画税……第１期分
軽自動車税………………………全期分


